
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

制御盤 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、気泡発生用ポンプのＯＮ／ＯＦＦを制御する制御盤である。 

 盤内には、漏電遮断器（＜ＰＳ＞Ｅマーク付）、電磁開閉器（過電流継電機構を

有するが開放型にて電安法非対象）、電磁開閉器を操作するセレクトスイッチ（入

/切/自動の切り替え用ロータリースイッチ）、電流ヒューズ、電流計及び表示ラン

プ等を内蔵し、スイッチの操作により気泡発生用ポンプをＯＮ／ＯＦＦするもので

ある。 

 自動位置では、外部の濾過ユニットに連動及び緊急停止スイッチにより停止させ

たりすることも可能な盤である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：三相、２００Ｖ、５Ａ 

 

○主な使用者、販売先 

温泉宿泊施設、福祉施設等の業務用浴場、ゴルフ場等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、１回路で１負荷をＯＮ／ＯＦＦ等の制御をする制御盤であることか

ら、非対象として取り扱うことが妥当と判断する。ただし、当盤の設置にあっては

「電気設備の技術基準」を遵守する必要がある。 

 なお、盤内に設置する部品類（電線、漏電遮断器、ロータリースイッチ、電流ヒ

ューズ、表示ランプ用ソケット等）は、電気用品安全法の適合品を用いる必要があ

る。 

 


